
個人情報ファイル簿（ 単票）

１  個人情報ファイルの名称 ＮＰＯ法人団体情報管理簿 

２  行政機関等の名称 札幌市長 

３  個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課

４ 個人情報ファイルの利用目的 札幌市が認証した特定非営利活動法人に関する

情報を一元的に管理するとともに、 市民、 内閣

府及び北海道へ情報提供することを目的とす

る。  

５  記録項目 １法人I D、２種別、３現在の状況、４旧法人I D、

５法人マイナンバー、 ６申請受理日、 ７文書件

名番号、 ８法人設立認証年月日、 ９団体名称、

10 旧団体名称、 11 代表者氏名、 12 主たる事務

所の所在地、 13 郵便番号、 14 区、 15 従たる事

務所の所在地、16定款に記載された目的、17活

活動分野、18分野数、19認定・ 特例認定、20PST

基準、 21認定開始日、 22 認定満了日、 23 認定

取消日、 24 特例認定年月日、 25 特例認定満了

日、26特例認定取消日、27条例等による指定の

状況（ 指定年月日）、 28 条例等による指定の状

況（ 内容）、29監督情報（ 実施年月日）、30監督

情報（ 種別）、 31 監督情報（ 内容）、32解散情報

（ 解散年月日）、33解散情報（ 種別）、34結了届

出日、 35 移管日、 36 転出先、 37 市民活動団体

I D、 38設立登記完了届出日、 39登記完了期限、

40 事業年度の終期、 41 提出期限、 42 事業報告

書等の受理日、 43特記事項（ 情報取扱注意）  

６  記録範囲 特定非営利活動法人の代表者 

７  記録情報の収集方法 特定非営利活動促進法（ 平成10年法律第７号）

に基づく 申請、 届出及び提出 

８  要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まない 

９  記録情報の経常的提供先 内閣府、 北海道庁、 ホームページ閲覧者 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （ 名称） 総務局行政部行政情報課 

（ 所在地） 〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■ 法第60条第２項第１

号（ 電算処理ファイル）

□ 法第 60 条第２項第

２号（ マニュアル処理

ファイル）  令第21条第７項に該当

するファイル 

□ ■有  無  



13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（ 名称） 市民文化局市民自治推進室市民活動促

進担当課 

（ 所在地） 〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考 



個人情報ファイル簿（ 単票）

１  個人情報ファイルの名称 ささえあい基金寄付情報ファイル 

２  行政機関等の名称 札幌市長 

３  個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課

４ 個人情報ファイルの利用目的 ささえあい基金の寄付受理及び寄付者情報を管

理するため利用する。  

５  記録項目 １寄付申出日、２氏名、３住所等、４電話番号、

５メールアドレス、 ６寄付額、 ７寄付の公表可

否（ 氏名及び寄付額）、８入金日、９受領書送付

日、 10 感謝状の要否、 11 支払方法、 12 寄付受

理番号、 13 起案決裁日、 14 調定番号、 15 調定

決裁日、 16納付書送付日 

６  記録範囲 寄付申出書を提出した者 

７  記録情報の収集方法 本人の申出 

８  要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まない 

９  記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （ 名称） 総務局行政部行政情報課 

（ 所在地） 〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■ 法第60条第２項第１

号（ 電算処理ファイル）

□ 法第 60 条第２項第

２号（ マニュアル処理

ファイル）  令第21条第７項に該当

するファイル 

■ □有  無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（ 名称） 市民文化局市民自治推進室市民活動促

進担当課 

（ 所在地） 〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 



個人情報ファイル簿（ 単票）

１  個人情報ファイルの名称 さぽーとほっと基金情報ファイル 

２  行政機関等の名称 札幌市長 

３  個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課

４ 個人情報ファイルの利用目的 さぽーとほっと基金を管理・ 運営するために利

用する 

５  記録項目 別紙のとおり 

６  記録範囲 寄附申出書を提出した者、 登録申請書を提出し

た者、 助成金交付申請書を提出した者 

７  記録情報の収集方法 本人・ 団体の申請 

８  要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まない 

９  記録情報の経常的提供先 札幌市市民活動サポート センター 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （ 名称） 総務局行政部行政情報課 

（ 所在地） 〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■ 法第60条第２項第１

号（ 電算処理ファイル）

□ 法第 60 条第２項第

２号（ マニュアル処理

ファイル）  令第21条第７項に該当

するファイル 

■ □有  無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（ 名称） 市民文化局市民自治推進室市民活動促

進担当課 

（ 所在地） 〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考 － 



別紙 

（ 寄附者情報）  

1完了、2感謝状の要否、3年度、4受理番号、5振替区分、6寄附者I D、7寄附者氏名、8寄附者肩書、9団

体・ 個人、 10 寄附金額、 11 助成済金額、 12 寄附金残高、 13 寄附者郵便番号、 14 寄附者住所1、 15 寄附者

住所2、 16寄附者連絡先、 17寄附申出日、 18指定区分、 19指定詳細、 20登録団体I D、 21寄附先団体名、

22振替年度、23振替受理番号、24公表可否、25調定決裁日、26納付書送付日、27入金日、28受領書送付

日、 29感謝状発注日、 30感謝状贈呈者、 31感謝状贈呈日、 32褒章伝達日、 33調定番号、 34起案決裁日、

35HP掲載日、36備考1、37備考2、38団体指定連絡票、39団体指定送付日、40受領方法、41寄附申出書、

42 寄附者メールアドレス、 43 団体通知_氏名、 44 団体通知_住所、 45 団体通知_電話番号、 46 団体通知_メ

ールアドレス、 47起案担当者、 48寄附申出受理日 

（ 団体登録情報）  

1 団体区分、 2 登録団体I D、 3 登録申請日、 4 法人番号、 5団体名、 6 団体名ﾌﾘｶ゙ ﾅ、 7 代表者名、 8 所在地、

9 電話番号、 10 メールアドレス、 11HPアドレス、 12 主な活動場所、 13 団体概要、 14 設立年月、 15 活動開

始年月、 16設立目的、 17活動内容、 18活動実績、 19保健・ 医療・ 福祉、 20社会教育、 21まちづく り、 22

観光振興、23農山漁村、 24学術・ 文化、 25環境保全、 26災害援助、 27地域安全、 28人権・ 平和、 29国際

協力、 30男女共同、 31子ども育成、 32情報化社会、 33科学技術、 34経済活動、 35職業・ 雇用、 36消費者

保護、 37 活動の援助、 38 団体概要PDF、 39 登録決定日、 40 非登録決定日、 41 登録取消決定日、 42 決定文

書件番号、 43 非決定文書件番号、 44 取消文書件番号、 45 非登録の理由、 46 取消の理由、 47 備考1、 48 備

考2、 49事業報告書提出日、 50連絡先_担当者、 51連絡先_メールアドレス、 52連絡先_電話番号、 53連絡

先_郵便番号、 54連絡先_住所1、 55連絡先_住所2 

（ 助成金登録情報）  

1精算チェック、2支払方法、3年度、4申請番号、5登録団体I D、6団体名、7代表者名、8申請日、9実績

報告書提出日、 10申請額、 11交付決定額、 12交付確定額、 13変更後交付額、 14返還請求額、 15助成指定

区分、 16区分名、 17助成指定詳細コード、 18指定詳細名、 19事業名、 20所在地、 21主な活動場所、 22電

話番号、 23 ﾒー ﾙｱﾄﾞ ﾚｽ、 24事業内容、 25事業効果、 26実施始期、 27実施終期、 28対象事業費、 29助成対象

経費、 30 書類審査日、 31 書類合否結果、 32 プレゼン審査日、 33 合否結果理由、 34 プレゼン合否結果、 35

交付決定日、 36不交付決定日、 37交付確定日、 38変更申請日、 39変更決定日、 40交付変更理由、 41取消

決定日、 42取消理由、 43返還決定日、 44返還請求理由、 45返還期限、 46決定文書件番号、 47不交付文書

件番号、 48 確定文書件番号、 49 変更文書件番号、 50 取消文書件番号、 51 返還文書件番号、 52 委員意見、

53備考、54実績報告PDF、55助成申請PDF、56対象事業費総額（ 確定）、57対象事業費（ 確定）、58対象事

業費総額（ 変更）、 59対象事業費（ 変更）、 60団体からの回答、 61連_郵便番号、 62連_住所1、 63連_住所

2、 64連_電話番号、 65連_担当者、 66連_メールアドレス 



個人情報ファイル簿（ 単票）

１  個人情報ファイルの名称 市民まちづく り活動団体情報ファイル 

２  行政機関等の名称 札幌市長 

３  個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課

４ 個人情報ファイルの利用目的 団体情報をデータベース化し、 団体自らがイベ

ント 等の情報を発信することで、 まちづく り活

動に関する情報を市民に提供する 

５  記録項目 別紙のとおり 

６  記録範囲 札幌市所轄の特定非営利活動法人、 さぽーとほ

っと基金登録団体、 市民活動サポート センター

登録団体 

７  記録情報の収集方法 団体の申請 

８  要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まない 

９  記録情報の経常的提供先 札幌市市民活動サポート センター 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （ 名称） 総務局行政部行政情報課 

（ 所在地） 〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■ 法第60条第２項第１

号（ 電算処理ファイル）

□ 法第 60 条第２項第

２号（ マニュアル処理

ファイル）  令第21条第７項に該当

するファイル 

■ □有  無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

非該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（ 名称） － 

（ 所在地） － 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考 － 

別紙 

（ 札幌市所轄の特定非営利活動法人）  



1法人番号、 2団体名称、 3団体名称カナ、 4所轄庁、 5主たる事務所の所在地、 6従たる事務所の所在地、

7法人設立認証年月日、8代表者氏名、9代表者役職、10活動分野、11定款に記載された目的、12認定・ 仮

認定、13PST基準、14認定開始日、15認定満了日、16認定取消日、17札幌市指定開始日、18札幌市指定満

了日、 19札幌市指定取消日、 20仮認定年月日、 21仮認定満了日、 22仮認定取消日、 23定款、 24事業報告

書、 25活動計算書等、 26賃貸対照表、 27財産目録 

（ 札幌市市民まちづく り活動促進基金登録団体、 市民活動サポート センター活動団体）  

1 団体名称、 2 団体名称カナ、 3 団体住所、 4 電話番号、 5 ファックス番号、 6 メールアドレス、 7 ホームペ

ージアドレス、 8代表者氏名、 9代表者役職、 10法人格、 11設立年月、 12団体活動開始年月日、 13活動分

野、 14活動目的、 15特に力を入れている活動分野、 16活動地域、 17キーワード、 18活動内容、 19活動実

績、 20会員制度・ 状況等、 21会員数、 22会則・ 規約の有無 



個人情報ファイル簿（ 単票）

１  個人情報ファイルの名称 特定非営利活動促進法（ 平成10年法律第７号）

第43条の２及び第73条の規定に基づく 意見聴

取対象の特定非営利活動法人役員ファイル 

２  行政機関等の名称 札幌市長 

３  個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課

４ 個人情報ファイルの利用目的 特定非営利活動法人の役員に係る特定非営利活

動促進法第20条第４号の該当性について、同法

第43条の２及び法第73条の規定に基づき、 意

見を聴取するため。  

５  記録項目 １特定非営利活動法人名、２役員氏名、３性別、

４生年月日、 ５住所 

６  記録範囲 特定非営利活動法人の理事、 監事 

７  記録情報の収集方法 特定非営利活動促進法に基づく 申請、 届出 

８  要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まない 

９  記録情報の経常的提供先 北海道警察本部 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （ 名称） 総務局行政部行政情報課 

（ 所在地） 〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■ 法第60条第２項第１

号（ 電算処理ファイル）

□ 法第 60 条第２項第

２号（ マニュアル処理

ファイル）  令第21条第７項に該当

するファイル 

□ ■有  無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（ 名称） 市民文化局市民自治推進室市民活動促

進担当課 

（ 所在地） 〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考 



個人情報ファイル簿（ 単票）

１  個人情報ファイルの名称 特定非営利活動法人役員ファイル 

２  行政機関等の名称 札幌市長 

３  個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課

４ 個人情報ファイルの利用目的 札幌市が認証した特定非営利活動法人の理事・

監事について、特定非営利活動促進法（ 平成10

年法律第７号） 第20条（ 役員の欠格事由） 該当

の確認を行うため。  

５  記録項目 １法人Ｉ Ｄ、 ２法人名称、 ３代表権のある理事

の氏名、 ４代表権のない理事の氏名、 ５監事の

氏名、 ６役員変更届受理日 

６  記録範囲 特定非営利活動法人の理事、 監事 

７  記録情報の収集方法 特定非営利活動促進法に基づく 申請又は届出 

８  要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まない 

９  記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （ 名称） 総務局行政部行政情報課 

（ 所在地） 〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■ 法第60条第２項第１

号（ 電算処理ファイル）

□ 法第 60 条第２項第

２号（ マニュアル処理

ファイル）  令第21条第７項に該当

するファイル 

□ ■有  無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（ 名称） 市民文化局市民自治推進室市民活動促

進担当課 

（ 所在地） 〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考 


